
 

1 

ガ
ル
ト
ネ
ル
事
件 

史
料
Ａ 

農
学
生
Ｒ
・
ガ
ル
ト
ネ
ル 

箱
館
開
墾
筋
見
込
申
立 

北
海
道
公
文
書
館 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

2 

ガ
ル
ト
ネ
ル
事
件
釈
文 

 
史
料
Ａ 

農
学
生
Ｒ
・
ガ
ル
ト
ネ
ル 

（
朱
書
）
辰
二
月
四
日
到
来 

 
 

 
 

 

荒
木 

 

済
三
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
村 

 

惣
三
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

高
木
与
惣
左
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中
澤 

 
 

善
司 

十
一
月
十
九
日
附
外
國
船
便
を
以
御
差
越
の
御
書
状
、 

本
月
四
日
相
達
致
披
見
候
。 

然
ば
孛
漏
生
國
農
学
生 

リ
ュ
ホ
ー
ル
ト
・
ガ
ル
ト
ネ
ル
申
立
候
御
地
開
墾
筋
見
込
書
類 

御
廻
し
、
委
細
は
御
内
状
に
て
承
知
致
し
、
存
寄
無
之
候
は
ゞ
、 

伺
書
取
調
可
致
進
達
旨
承
知
、
書
類
落
手
、
夫
々
一
覧
致
し
候
処
、 

御
損
益
の
有
無
何
分
見
据
も
付
兼
候
間
、
在
住
中
嶋
辰
三
郎
は 

御
手
作
場
取
扱
も
い
た
し
居
、
農
事
功
者
の
趣
に
付
、
同
人 

見
込
相
尋
候
処
、
別
紙
取
調
書
の
通
、
御
収
納
可
相
成
、
諸
品 

彼
方
申
立
相
場
と
、
當
方
取
調
相
場
と
の
差
ひ
并
出
来
方 

見
込
の
相
違
、
牛
馬
・
豚
賣
拂
代
・
茶
苗
木
等
の
利
潤
は 

却
て
差
向
候
御
入
用
費
等
の
相
違
に
て
、
詰
る
処
金
千
弐
百
両
余
の 

不
足
相
立
候
儀
に
て
、
ガ
ル
ト
ネ
ル
見
込
の
趣
可
然
と
は
難
申 

候
得
共
、
い
づ
れ
も
同
人
へ
面
會
の
節
、
辰
三
郎
を
も
召
連
参
、 

篤
と
質
問
の
上
、
勘
弁
取
計
可
申
と
存
候
、
則
右
取
調
書
相
添
、 

此
段
得
御
意
度
、
如
此
御
座
候
、
以
上 

横
須
賀
在
勤
に
付
無
印 

十
二
月
廿
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

新
藤 

鉊
蔵 

織
田
和
泉
守 

㊞ 

杉
浦
兵
庫
頭 

様 

         

・
孛
漏
生
：（
プ
ロ
イ
セ
ン
） 

        

・
御
手
作
場
： 

                   



 

3 

史
料
Ｂ 

地
所
開
拓
の
為
蝦
夷
政
府
と
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
の
約
定 

 

北
海
道
大
学
図
書
館 

蔵 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

4 

史
料
Ｂ 

地
所
開
拓
の
為
蝦
夷
政
府
と
ア
ル
・
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
の
約
定 

      
 

 
 

 

蝦
夷
地
七
重
村
開
墾
條
約
書 

第
一
條 

一 

ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
欧
羅
巴
風
に
習
ひ
、
農
業
法
を
弘
め
ん
と
す
る 

を
以
て
有
志
の
輩
十
二
名
及
び
農
夫
五
十
人
を
撰
み
、
彼
等 

を
し
て
三
ヵ
年
の
間
、
農
業
法
を
教
授
す
べ
き
事 

一 

欧
羅
巴
風
農
業
法
を
速
に
廣
く
國
内
に
知
せ
ん
た
め 

右
十
二
名
并
に
農
夫
五
十
人
は
、
三
ヵ
年
毎
に
引
替
可
申 

事 

一 

ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
は
、
右
農
夫
五
十
人
へ
は
相
當
の
住
居
を 

與
ふ
べ
し
、
併
し
食
料
を
給
せ
ず
、
其
業
の
軽
重
に
随
ひ 

相
當
の
給
料
を
宛
行
べ
き
事 

一 

生
徒
十
二
名
は
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
よ
り
同
様
住
居
せ
し
め
、
食
料 

 
 

宛
行
候
事 

一 

生
徒
十
二
名
の
内
に
て
若
し
業
術
教
授
覚
不
得
者
有
之
時
は 

ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
よ
り
此
人
を
引
替
候
事 

 
 

明
治
弐
年 

 

七
重
村
開
墾 

 
 

 
 

條
約
書 

 

永
久
保
存 

 
 

 
 

 
 

外
事
所
属 

 



 

5 

 

 
 



 

6 

 

第
二
條 

一 

此
一
條
に
付
て
は
、
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
七
重
并
に
近
傍
の
荒
野
三 

 
 

百
萬
坪
、
蝦
夷
政
府
よ
り
九
十
九
ヶ
年
間
限
り
借
請
け
、
此
地 

面
は
不
残
定
杭
を
立
、
堺
致
す
べ
し
、
此
條
約
決
定
致
せ
し 

上
は
、
貸
渡
候
地
面
中
に
出
来
せ
し
建
物
・
産
物
惣
て
諸
品
は 

日
本
政
府
の
附
属
品
同
様
た
る
べ
し
、
右
惣
て
の
附
属
品
は 

此
期
年
、
即
ち
九
十
九
ヶ
年
間
は
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
或
は
跡
續
の 

も
の
へ
貸
置
、
九
十
九
ヶ
年
後
に
至
り
て
は
、
此
附
属
品
、
且 

地
面
等
取
戻
す
に
償
ふ
事
な
く
し
て
政
府
の
有
と
な
る
べ
き 

事 

第
三
條 

一 

ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
開
業
前
、
家
屋
・
器
械
・
農
具
・
牛
馬
・
諸
種
・
下
水
・ 

 
 

植
物
等
諸
入
用
品
の
為
、
元
金
を
出
す
べ
し
、
此
入
費
并
に
植 

木
荊
棘
を
伐
拂
ひ
、
道
路
を
開
き
、
木
石
を
集
め
、
種
植
の
畑 

を
造
る
所
、
惣
て
開
發
の
入
費
の
積
り
は
、
當
人
の
意
に
任
せ
置 

た
る
を
以
て
、
日
々
の
失
費
帳
を
政
府
に
見
せ
、
毎
年
費
す
所 

の
高
少
く
と
も
其
高
の
十
分
一
た
る
べ
き
を
政
府
に
證
す
べ
し
、 

若
此
初
年
中
、
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
費
す
所
の
高
、
前
に
載
る
所 

の
高
に
満
ざ
る
時
は
、
此
條
約
書
は
廢
失
せ
る
も
の
と
し
て 

諸
物
其
價
を
拂
わ
ず
し
て
政
府
に
取
戻
可
申
事 
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8 

第
四
條 

一 
政
府
に
於
て
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
へ
洋
暦
一
千
八
百
六
十
九
年
第 

七
月
一
日
よ
り
十
ヶ
年
間
無
税
に
て
、
三
百
萬
坪
を
貸
渡
可 

申
事
、
但
初
め
十
ヶ
年
間
無
税
な
れ
ば
、
費
す
所
の
元
金 

は
其
間
に
取
戻
し
得
て
、
且
利
益
あ
る
べ
き
事
明
か
な
り 

一 

十
一
ヶ
年
目
よ
り
三
十
五
ヶ
年
迄
、
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
、
政
府
へ
一
段 

部
に
付
、
一
ヶ
年
金
弐
朱
宛
出
税
致
候
事 

一 

三
十
六
ヶ
年
目
よ
り
六
十
五
ヶ
年
迄
、
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
、
政
府
へ
一 

 
 

段
部
に
付
、
一
ヶ
年
銀
壱
歩
宛
出
税
致
候
事 

一 

六
十
六
ヶ
年
目
よ
り
九
十
九
年
迄
、
一
段
部
に
付
、
一
ヶ
年 

銀
弐
分
宛
出
税
致
候
事 

一 

十
一
ヶ
年
後
出
税
の
勘
定
は
西
洋
七
月
第
一
日
に
納
可
申 

 
 

事
、
其
為
開
墾
出
来
可
致
場
所
は
、
見
分
の
上
、
坪
数
を
量
り 

 
 

地
図
を
仕
立
置
べ
し
、
尤
開
發
出
来
が
た
き
山
谷
河
流 

及
び
公
け
の
道
路
は
三
百
萬
坪
の
外
た
る
べ
き
事 

一 

か
く
定
め
た
る
地
所
は
假
令
開
發
致
さ
ず
と
も
、
必
ず
其 

税
差
出
可
申
事 

一 

ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
へ
貸
渡
候
地
面
は
少
く
と
も
五
ヶ
年
試
み
を
為 

 
 

ざ
る
を
得
ざ
る
を
以
て
、
政
府
に
於
て
十
五
ヶ
年
前
、
此
地
面 

を
取
戻
す
事
な
か
る
べ
し
、
其
後
政
府
於
て
貸
渡
候 

地
面
取
戻
す
に
は
、
左
の
件
々
に
従
ふ
べ
し 

 
 



 

9 

 

 



 

10 

 

一 
十
五
ヶ
年
目
に
政
府
に
於
て
、
此
地
面
を
取
戻
さ
ん
と
思
は
ゞ 

開
業
入
費
不
残
、
即
其
時
迄
費
し
た
る
元
金
并
五
ヶ
年 

分
の
地
税
、
及
び
禮
金
と
し
て
、
元
望
高
の
一
割
を
拂
可
申 

事 

一 

第
二
度
目
即
ち
二
十
五
年
目
に
政
府
に
於
て
此
地
面 

を
取
戻
す
時
は
、
開
業
に
付
、
夫
迄
費
し
た
る
元
金
不
残 

拂
可
申
事 

一 

其
後
取
戻
す
法
左
の
如
し 

一 

三
十
五
年
目
に
此
地
面
を
取
戻
に
は
、
其
時
ま
で
費
し
た
る 

開
業
入
費
十
分
の
七
を
拂
可
申
事 

一 

四
十
五
年
目 

 
 

十
分
の
六 

一 

五
十
五
年
目 

 
 

十
分
の
五 

一 

六
十
五
年
目 

 
 

十
分
の
四 

一 

七
十
五
年
目 

 
 

十
分
の
三 

一 

八
十
五
年
目 

 
 

十
分
の
二 

一 

九
十
五
年
目 

 
 

十
分
の
一 
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一 

百
年
目
の
初
日
に
至
れ
ば
、
貸
渡
せ
し
地
面
中
に
出
来 

せ
る
諸
品
物
及
び
地
面
共
、
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
へ
入
費
等
不
拂 

し
て
政
府
へ
取
戻
す
事
、
素
よ
り
出
来
致
し
候
事 

一 

右
地
面
取
戻
さ
ん
と
す
る
節
は
、
其
事
を
期
年
の
前
年 

に
知
ら
す
べ
き
事 

第
五
條 

一 

ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
へ
、
政
府
よ
り
此
農
業
の
外
、
同
氏
へ
開
拓
の
事 

 
 

に
付
相
頼
度
一
儀
出
来
候
は
ゞ
、
同
人
其
儀
を
わ
れ
が
職
と 

し
相
勤
可
申
、
乍
然
右
様
の
節
多
少
彼
が
職
業 

に

係

た

る

事
同
人
へ
自
由 

を
與
へ
、
懇
切
に
取
扱
可
申
事 

一 

政
府
に
於
て
は
、
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
を
農
業
法
に
達
せ
し
者
と 

思
ふ
が
故
に
、
農
業
法
を
託
し
、
以
て
此
地
を
開
拓
せ
し 

む
、
且
政
府
に
於
て
は
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
の
力
に
依
て
、
以
て 

此
蝦
夷
全
島
を
利
せ
ん
こ
と
を
欲
す
る
を
以
て
、
同
氏
此 

一
條
に
付
、
多
く
利
益
を
得
ん
事
を
望
む 

一 

政
府
に
於
て
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
へ
惣
て
委
任
し
、
生
徒
十
二
名
を 

召
遣
と
も
、
又
否
さ
る
も
、
同
氏
の
意
に
あ
る
べ
し 

一 

ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
、
日
本
の
農
夫
を
召
抱
候
儀
は
、
一
は
政
府
植
民 

の
た
め
、
一
は
欧
羅
巴
人
を
召
遣
ふ
よ
り
も
安
直
に
し
て 

同
氏
の
為
た
る
を
以
て
な
り 
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第
六
條 

一 

若
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
、
此
開
拓
に
付
、
同
氏
助
力
の
た
め
、
欧
羅
巴 

人
を
召
抱
候
節
は
、
必
ず
プ
ロ
イ
ス
人
員
に
極
た
る
べ
し
、 

其
訳
は
農
業
に
付
、
訴
へ
事
あ
る
時
容
易
に
事
を 

決
す
る
為
な
り 

一 

ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
、
日
本
人
を
召
抱
へ
る
時
は
、
相
對
に
て
約
束 

致
し
候
事
、
但
し
其
事
に
付
、
政
府
に
お
い
て
諸
面
倒 

を
省
く
べ
し 

一 

若
し
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
、
日
本
商
人
を
要
す
る
節
は
、
政
府
に 

於
て
其
商
人
を
周
旋
す
べ
し 

第
七
條 

一 

ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
、
此
開
業
に
付
、
條
約
相
定
り
し
上
は
、
何
事 

に
限
ら
ず
、
同
人
手
を
引
候
事
能
わ
ざ
る
べ
し
、
若
左
様 

の
儀
有
之
時
は
、
地
面
并
に
附
属
の
物
尽
く
政
府
に 

於
て
償
ひ
な
く
取
戻
可
申
事 

一 

ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
、
病
氣
か
、
或
は
不
慮
の
災
害
あ
り
て
、
農 

業
を
な
す
あ
た
わ
ざ
る
時
は
、
プ
ロ
イ
ス
コ
ン
シ
ュ
ー
ル
よ
り 

同
人
代
り
の
者
を
差
出
候
事
、
若
六
ヶ
月
相
立
候
て 

其
代
出
来
不
致
時
は
、
諸
物
政
府
に
取
戻
す
べ
し 

一 

六
ヶ
月
間
に
プ
ロ
イ
ス
岡
士
の
紹
介
に
よ
り
、
其
代
り
の
者 

出
来
せ
ば
、
政
府
役
人
及
び
岡
士
立
合
の
上
、
出
来
せ
し
品
物
并 
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地
面
等
、
同
人
代
り
の
者
へ
引
渡
候
事 

一 
前
に
載
る
件
々
の
外
は
。
此
條
約
書
決
し
て
他
人
に
譲 

り
申
間
鋪
事 

第
八
條 

一 

此
條
約
面
に
載
る
地
税
の
外
は
、
地
所
并
に
産
物
に
付
、
別
段 

政
府
へ
税
を
納
む
る
事
な
し 

一 

此
條
約
書
は
日
本
語
・
日
耳
曼
語
・
英
吉
利
語
に
て
認
め 

双
方
共
英
文
を
以
て
證
據
と
可
致
事 

蝦
夷
島
総
裁
の
命
を 

奉
し
て 

 
 

 
 

 

箱
館
奉
行 永

井
玄
蕃 

 

㊞ 
花
押 

明
治
二
年
二
月
二
十
九
日 

西
暦
一
千
八
百
六
十
九
年 

第
三
月
三
十
一
日 

同
並 

中
島
三
郎
助 

㊞ 

花
押 
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蝦
夷
嶋
総
裁 

榎
本
釜
次
郎 

花
押 

北
蝦
島
総
督
印



 

1 

史
料
Ｃ 

蝦
夷
地
七
重
村
開
墾
條
約
書
（
新
政
府
と
の
條
約
） 

 

明
治
二
年
六
月 (

１
８
６
９)  

原
本
（
和
文
・
独
文
・
英
文
） 

十
七
丁 

 



 

2 

史
料
Ｃ 

蝦
夷
地
七
重
村
開
墾
條
約
書 

 
 

 
 

    
 

 

地
所
開
拓
の
為
蝦
夷
政
府
、
ア
ル
ゝ
ガ
ル
ト 

 
 

 

ネ
ル
氏
の
約
定 

ア
ル
ゝ
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
の
願
に
依
り
、
蝦
夷
島
畑
地
取 

開
ん
た
め
、
北
日
耳
曼
国
岡
士
ガ
ル
ト
ネ
ル
出
會
ア 

ル
ゝ
カ
ル
ト
ネ
ル
氏
并
日
本
政
府
、
左
の
約
定 

書
に
名
判
す 第

一
条 

蝦
夷
嶋
七
重
村
近
隣
に
お
い
て
、
坪
数
凡
三
百
万 

坪
の
地
所
、
是
を
名
け
て
ド
ミ
ニ
ユ
ム
ア
ウ
キ
ユ
ス 

テ
ン
フ
エ
ル
デ
天
領

畑
地
の
義
と
云
、
蝦
夷
政
府
、
ガ
ル
ト
ネ
ル 

氏
に
托
与
し
、
此
證
書
名
判
よ
り
十
ヶ
年
間 

無
税
に
て
開
拓
せ
し
む
、
右
十
ヶ
年
の
後
、
同
氏 

①  

後
に
記
載
す
趣
意
を
以
て
、
其
地
所
を
保
有
す 

る
を
許
す
、
因
て
此
約
定
を
取
結
び
て
次
の
条
件 

  

 
 

證 
書 



 

3 

 



 

4 

に
掲
載
す
如
く
日
本
國
法
度
掟
則
に
従
ふ 

べ
し 

 
 

 
 

第
二
条 

第
十
一
ヶ
年
目
、
即
ち
西
暦
一
千
八
百
七
拾
九
年
を 

始
、
引
續
き
十
五
ヶ
年
の
間
、
農
業
施
し
た
る 

地
所
三
百
坪
に
付
、
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
地
税
金
壱
分
、 

農
業
施
ざ
る
地
所
三
百
坪
に
付
、
金
二
朱
の
割
に
て 

年
々
相
拂
ひ
、
此
年
限
の
後
、
即
ち
一
千
八
百
九 

拾
四
年
第
七
月
一
日
よ
り
右
地
税
の
一
倍
を
拂 

ふ
べ
し 

第
三
条 

訴
訟
争
論
は
裁
判
所
へ
訴
出
べ
し 

第
四
条 

前
件
の
地
所
、
政
府
入
用
あ
り
て
取
返
す
時
は
、
旧
地 

所
の
諸
入
用
、
政
府
に
て
拂
ふ
べ
し 

          



 

5 

 

         



 

6 

第
五
条 

此
後
、
何
時
に
て
も
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
退
去
せ
ん
と 

請
ふ
時
は
農
業
取
續
の
為
、
右
代
り
の
者
を 

選
を
要
す 

 
 

 

第
六
条 

ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
、
此
約
定
を
違
背
す
時
は
、
政
府
其 

地
所
を
取
返
す
べ
し 

②  

 
 

 

第
七
条 

地
税
は
第
七
月
一
日
毎
に
拂
ふ
べ
し 

 
 

 

第
八
条 

此
約
定
は
今
年
第
七
月
一
日
よ
り
始
め
、
執
行 

ふ
べ
し 

 
 



 

7 

開
拓
人
員
の
掟
則  

 



 

8 

蝦
夷
嶋
開
拓
人
員
の
掟
則 

第
一
条 

農
民
各
に
其
本
地
の
流
水
を
用
る
を
許 

す
と
雖
も
、
之
を
其
隣
民
と
争
ふ
べ
か
ら
ず 

第
二
条 

政
府
及
び
隣
民
に
告
ず
し
て
、
決
て
経
界
の 

標
柱
を
移
す
べ
か
ら
ず 

 
 

 
 

第
三
条 

近
隣
の
土
人
に
、
懇
親
あ
る
べ
し 

第
四
條 

村
邑
の
掟
則
を
守
る
べ
し 

第
五
條 

家
に
火
を
付
け
、
収
納
物
を
盗
み
、
其
外
違
犯 

の
輩
は
村
長
に
出
訴
す
べ
し 

第
六
條 

 



 

9 

 



 

10 

火
の
用
心
肝
要
た
る
べ
し 

退
去
病
疾
或
は
死
亡
あ
り
て
、
代
り
の
者
を
立
る 

時
は
、
裁
判
所
に
訴
ふ
べ
し 

 
 

 
 

第
七
条 

（
欠
） 

第
八
條 

農
業
に
就
き
、
家
族
を
増
す
時
は
裁
判
所
に 

訴
出
べ
し 

第
九
條 

死
亡
は
前
同
断
、
婚
姻
の
折
も
同
様
た
る
べ
し 

第
十
條 

蝦
夷
地
旅
行
の
折
は
今
よ
り
五
十
年
の
間 

通
行
手
形
あ
る
を
要
す 

第
十
一
條 

新
に
造
営
す
時
は
裁
判
所
に
訴
ふ
べ
し 

第
十
二
条 

村
邑
の
法
度
掟
則
に
従
ひ
、
又
雇
入
の
家
族
員 

数
に
應
じ
農
民
各
に
其
身
に
保
全
の
為 

  



 

11 

 



 

12 

之
に
名
判
を
記
し
置
べ
し 

第
十
三
条 

期
限
に
至
ら
ず
諸
拂
遅
延
す
べ
か
ら
ず 

第
十
四
条 

土
地
の
廣
狭
に
係
ら
ず
裁
判
處
に
訴
な
く 

売
買
す
べ
か
ら
ず 

第
十
五
条 

開
拓
の
地
所
総
て
塀
溝
或
は
水
を
以
て
分
界
す 

べ
し 

 
 

 
 

 

第
十
六
条 

農
民
、
己
が
望
に
應
じ
工
夫
を
雇
入
、
常
例
の 

賃
銭
に
多
少
な
く
相
拂
事
勝
手
た
る
べ
し 

 

 
 

 
 

 

第
十
七
条 

農
民
所
持
の
地
所
に
お
い
て
は
其
意
に
従
ひ 

諸
事
執
行
ふ
と
も
苦
か
ら
ず
、
境
外
に
於
て
は 

石
木
或
は
細
少
の
物
件
た
り
と
も
、
其
地
主 

に
相
続
な
く
運
ぶ
べ
か
ら
ず 
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14 

 

第
十
八
条 

 

裁
判
所
よ
り
出
し
た
る
觸
達
は
農
民
必
ず 

心
得
あ
る
べ
し 第

十
九
条 

前
件
の
掟
則
に
違
背
す
輩
は
、
裁
判
所
に
て 

吟
味
を
遂
ぐ
べ
し 

第
二
十
条 

争
論
又
は
難
事
あ
り
て
、
裁
判
所
に
て
訴
状 

不
平
な
く
決
断
す
能
ざ
る
時
は
、
外
國
農
民 

は
日
本
に
在
る
其
國
の
岡
士
に
訴
出
し
、
或
は 

仲
人
の
談
判
を
経
て
訴
状
を
決
定
す
べ
し 

明
治
二
已
巳
年
六
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 

清
水
谷
侍
従 

 

花
押 

 
 

 
 

 
 

 

南 

貞
助 

 
 

花
押 
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以
下
独
文
、
英
文 

略 

       



 

16 

 

史
料
Ｄ 

契
約
破
棄 

 
 

明
治
二
年
（
１
８
６
９
）
十
二
月  

 

Ｄ
１ 
太
政
官
か
ら
の
指
示 

 
 

大
政
類
典
（
国
立
公
文
書
館
） 

 

                



 

17 

 

史
料
Ｄ 

契
約
破
棄 

Ｄ
１ 
太
政
官
か
ら
の
指
示 

二
年
十
二
月
五
日 

外
務
省
に
令
し
、
箱
館
港
七
重
村
近
傍
の
外
國
人
へ
貸
與
せ
し 

居
留
地
を
収
め
し
む 

 
 

外
務
省
へ
達 

先
般
箱
館
港
七
重
村
近
傍
三
（
百
脱
ヵ
）
萬
坪
の
地
所
、
孛
國
人
へ
貸 

渡
候
儀
、
右
は
外
國
人
居
留
地
に
も
無
之
、
第
一
御
條
約
に
も 

相
觸
、
甚
不
都
合
の
事
に
付
、
速
に
取
戻
し
候
様
可
及
談
判
旨 

御
沙
汰
候
事 

東
官 

開
拓
使
へ
達 

別
紙
の
通
、
外
務
省
へ
御
沙
汰
相
成
候
に
付
、
地
所
取
戻
相
済 

候
上
、
其
使
へ
可
受
取
事 

大
蔵
省
へ
達 

別
紙
の
通
被
仰
出
候
間
、
此
段
相
達
候
事 

 
 

 
 



 

18 

Ｄ
２ 

開
拓
使
か
ら
外
務
省
へ
の
報
告 

明
治
三
年
（
１
８
７
０
）
十
一
月 

 
 

写
本 

六
丁  

 

北
垣
国
道
旧
蔵
書(

「
弾
正
台
」
罫
紙)  

 
 

              



 

19 

Ｄ
２ 

開
拓
使
か
ら
外
務
省
へ
の
報
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

北
海
道 

 
 

外
務
省 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

開
拓
使 

御
中 

孛
人
ガ
ル
ト
ネ
ル
へ
貸
渡
候
七
重
村
地
所 

取
戻
の
義
、
兼
て
伺
済
の
通
を
以
及
談 

判
、
則
別
紙
写
の
通
、
條
約
取
極
申
候
、 

談
判
の
砌
、
時
の
宮
木
権
少
禄
列
席
致 

候
義
に
付
、
事
情
同
人
よ
り
御
聞
取
有
之 

度
存
候
也 

庚
午
十
一
月
十
日 
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Ｄ
３ 

ガ
ル
ト
ネ
ル
か
ら
の
書
簡
写 

 

右
同
断 

 
ガ
ル
ト
ネ
ル
が
条
約
の
破
棄
、
土
地
の
返
還
を
同
意
し
た
書
簡 
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Ｄ
３ 
ガ
ル
ト
ネ
ル
か
ら
の
書
簡
写 

 

右
同
断 

 

ガ
ル
ト
ネ
ル
が
条
約
の
破
棄
、
土
地
の
返
還
を
同
意
し
た
書
簡 

 

箱
館
一
千
八
百
七
十
年
第
十
二
月
三
十
日 

我
十
一
月
九
日
に
當
る 

箱
館
外
務
掛 

岩
村 

判
官 

エ
ス
ク
ワ
イ
ル 

杉
浦
権
判
官 

エ
ス
ク
ワ
イ
ル 

今
日
付
貴
下
の
御
書
翰
落
掌
せ
り 

陳
ば
、
予
が
七
重
村
開
墾
約
定
に
関
係 

せ
し
金
五
万
両
御
出
金
に
付
、
予
今
貴
下
よ
り 

報
答
す
る
栄
あ
り
、
若
貴
下
等
に
於
て 

洋
銀
六
万
二
千
五
百
弗
を
相
拂
候
は
ゞ
、
是
迠 

の
七
重
開
墾
約
定
書
并
建
家
其
他
の 

品
々
不
残
相
添
、
総
て
可
相
■
（
戻
ヵ
）
候
、
右
六
万 

二
千
五
百
弗
の
内
、
日
本
金
に
平
均
し
て
七
千
五 

百
両
は
約
定
破
談
取
究
の
節
、
為
手
金 

可
相
拂
候
、
残
洋
銀
五
万
五
千
弗
は 

三
十
日
の
間
に
、
日
本
政
府
に
お
い
て
横
濱 

に
在
る
上
海
并
香
港
バ
ン
ク
、
コ
ウ
ポ
ラ
エ
シ
ョ
ン 
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23 

社
中
に
お
い
て
、
高
洋
銀
五
万
五
千
弗
を
予
に 

可
相
拂
の
手
形
を
請
取
候
ま
で
は
、
予
が
是 

迠
の
七
重
開
墾
約
定
書
は
右
請
と
し
て 

予
所
持
せ
ら
る
べ
し
、
若
し
右
の
限
中 

三
十
日
よ
り
延
引
に
及
候
時
は
、
一
ヶ
月
一
分 

の
利
足
を
右
残
金
高
へ
相
加
へ
、
三
ヶ
月 

の
間
に
可
相
拂
候
、
若
し
右
三
ヶ
月
の
限
中
に 

怠
り
候
節
は
、
右
手
銀
七
千
五
百
両
は
、
破
約 

償
と
し
て
予
受
取
べ
し
、
且
七
重
開
墾 

約
定
書
、
是
迠
の
通
り
予
所
持
せ
ら
る 

べ
し 

右
高
洋
銀
六
万
五
百
弗
取
調
書 

第
一 

洋
銀
三
万
五
千
弗 

右
は
予
是
迄
の
諸
雑
費
并
予
が
欧 

羅
巴
よ
り
相
招
の
弟
「
ホ
ト
」
氏
并
農
夫
四
人
、
婦 

人
二
人
、
子
供
三
人
、
其
外
日
本
の
御
雇
月
給 

賄
方
・
入
費
等
、
家
財
類
総
て
、
器
械
類
并 

 
 



 

24 

 

 

    



 

25 

農
業
器
械
其
外
諸
道
具
等
、
種
物
、
茶 

木
等
は
欧
羅
巴
よ
り
取
寄
候
入
費
其
外 

牛
馬
并
豕
の
類
、
其
外
小
雑
具
共 

第
二 

洋
銀
壱
万
弗 

右
は
七
重
開
墾
約
定
破
談
に
付
、
予 

が
是
ま
で
雇
入
候
欧
羅
巴
人
働
方
の 

者
共
并
予
が
「
ホ
ト
」
氏
帰
国
航
海
入 

費
并
彼
等
へ
の
償
金
と
し
て 

第
三 

洋
銀
五
千
弗 

右
は
七
重
開
墾
諸
入
用
に
付
、
欧
羅
巴
へ 

注
文
致
し
候
品
々
、
先
方
に
差
戻
し
、
或
は
自 

身
へ
引
受
べ
き
見
込
に
候 

第
四 

洋
銀
壱
萬
二
千
五
百
弗 

右
は
予
が
七
重
開
墾
を
相
廢
候
に
付
、 

為
御
進
物
可
被
下
候 

 
 

総
計 

洋
銀 

六
万
二
千
五
百
弗 

ア
ル 

ガ
ト
ネ
ル 

手
記 
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Ｄ
４ 

清
水
谷
公
考
他
の
処
分 

 

大
政
類
典
（
国
立
公
文
書
館
） 
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Ｄ
４ 

清
水
谷
公
考
他
の
処
分 

三
年
正
月
廿
七
日 

清
水
谷
正
四
位
外
一
名
、
箱
館
勤
役
中
、
同
所
近
傍
七
重
村
を
孛
國
商 

人
ア
ル
ゝ
・
ガ
ル
ト
ネ
ル
へ
年
限
貸
渡
に
付
、
處
分 

清
水
谷
正
四
位
へ
達 

其
方
、
去
歳
箱
館
表
勤
役
中
、
仝
所
近
傍
七
重
村
を
孛
國
商
人 

ア
ル
ゝ
・
ガ
ル
ト
ネ
ル
へ
年
限
貸
渡
の
條
約
取
結
候
趣
相
聞 

へ
、
右
は
不
容
易
次
第
、
如
何
の
心
得
に
候
哉
、
形
行
の
始
末
書 

取
を
以
て
早
々
可
申
出
事 

官 

 
 

 

山
口
藩
へ
達 

 

其
藩
士
南
貞
助
儀
、
去
歳
箱
館
表
勤
役
中
、
仝
所
近
傍
七
重
村 

の
孛
國
商
人
ア
ル
ゝ
ガ
ル
ト
ネ
ル
へ
、
年
限
貸
渡
の
條
約
取 

結
候
趣
相
聞
へ
、
右
は
不
容
易
次
第
、
仍
て
は
形
行
の
始
末
書 

取
を
以
て
早
々
可
申
出
旨
相
達
候
事 

 

三
年
九
月
十
四
日 

清
水
谷
四
位
へ
達 

伺
の
通
、
謹
慎
被
仰
付
候
事
官
〇
清
水
谷
正
四
位
義
の
箱
館

在
勤
中
、
外
人
に
地
所
貸
渡 

す
故

な
り 

 
 

仝
人
へ
達 

謹
慎
被
免
候
事 

 

三
年
十
月
四
日 

  


